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件   名
亀山市急傾斜地崩壊対策事業分

担金徴収条例 

建 設 部 

土 木 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨

長雨、集中豪雨等による土砂災害の発生が全国各地で増加する傾向にある

中、三重県では、急傾斜地※１の崩壊による災害から国民の生命を保護するた

め、住民からの要望に基づき、急傾斜地崩壊対策事業※２（以下「事業」とい

います。）を実施しており、その経費の一部については、地方財政法（昭和

２３年法律第１０９号）の規定により市町が負担しています。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）では、普通地方公共団体は、政令

で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のあ

る事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受

ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができるとさ

れています。

このことから、市が経費の一部を負担する事業について、当該事業の実施

により特に利益を受ける者※３から分担金を徴収するため、この条例を制定す

るものです。

※１ 急傾斜地とは、傾斜度が３０度以上かつ高さが５ｍ以上の自然斜面をいいます。

※２ 急傾斜地崩壊対策事業とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置等を行うことによっ

て、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護し、民生の安定と国土の保全

に資することを目的とした事業をいいます。

※３ 特に利益を受ける者とは、急傾斜地の所有者、その周辺に居住する市民等をい

います。

２ 制定内容

（１）この条例の趣旨は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭

和４４年法律第５７号）に基づき三重県が実施する事業（既に施工した施

設のうち災害防止機能が不足する施設の改造を行うものを除きます。）に

ついて、その経費の一部に充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２２４条の規定により徴収する分担金（以下「分担金」といい

ます。）の徴収に関し必要な事項を定めるものとします。

 ＜第１条関係＞
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（２）分担金は、事業の実施により特に利益を受ける者から徴収し、その額は、

地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第２７条の規定により市が負担す

る額の２分の１に相当する額とします。 ＜第２条関係＞

（３）分担金は、市長の指定する期日までに、納入通知書により納付しなけれ

ばならないこととします。 ＜第３条関係＞

（４）分担金の納付に際して、災害その他特別の理由により必要があると認め

るときは、指定する期日を延長し、分担金の徴収を猶予し、又はその全部

若しくは一部を免除することができることとします。 ＜第４条関係＞ 

（５）この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長

が別に定めます。 ＜第５条関係＞ 

３ その他

（１）施行日は、令和５年４月１日とします。

（２）この条例の施行日前に着手した事業については、なお従前の例によると

する経過措置を設けます。 
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件   名
亀山市議会議員及び亀山市長の選挙に

おける選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例の一部を改正する条例

選挙管理委員会

事 務 局

１ 制定・改廃の背景と趣旨

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部が改正され、衆議院

議員及び参議院議員の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要す

る経費に係る限度額が改定されたことから、これに準じて亀山市議会議員及

び亀山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に要する経費に

おいても限度額を改定するため、所要の改正を行うものです。

２ 改正内容

（１）選挙運動用ビラの作成に係る限度額を引き上げます。

＜第２条及び第６条関係＞

改正後 改正前

選挙運動用ビラの１枚当たり

の作成単価
７円７３銭 ７円５１銭

（２）選挙運動用自動車の使用に係る限度額を引き上げます。

 ＜第４条関係＞

改正後 改正前

選挙運動用自動車の借入れ

（使用された各日につき）
１６，１００円 １５，８００円

選挙運動用自動車に供給した

燃料の代金（１日当たり）
７，７００円 ７，５６０円

（３）選挙運動用ポスターの作成に係る限度額を引き上げます。

 ＜第５条関係＞

改正後 改正前

選挙運動用ポスターの１枚当

たりの作成単価

（５４１円３１銭

×掲示場の数＋

３１６，２５０円）

÷掲示場の数

（５２５円６銭

×掲示場の数＋

３１０，５００円）

÷掲示場の数

３ その他

  施行日は、公布の日とします。
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件   名
亀山市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例

総務財政部 

総 務 課 

１ 制定・改廃の背景と趣旨

人事院規則１９－０（職員の育児休業等）などの人事院規則の一部が改正

され、令和４年１０月１日から、非常勤職員の育児休業の取得に係る要件を

緩和するなどの育児休業の取得の柔軟化等に関する規定が施行されます。

このことから、市の職員の育児休業等に関する規定について、改正後の人

事院規則の規定に準じた取扱いとするため、所要の改正を行うものです。

２ 改正内容

（１）育児休業を取得することができる職員の要件として「非常勤職員が子の

出生後８週間以内に育児休業をしようとする場合には、子の出生日から起

算して８週間と６月を経過する日まで」を追加します。また、非常勤職員

の子が１歳以上の期間における育児休業の取得要件を確認しない場合の要

件を定める規定を整備します。 ＜第２条関係＞

（２）非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が１歳６か月に達する日と

する要件について、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な

取得を可能とするための規定を整備します。 ＜第２条の３関係＞

（３）非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を子が２歳に達する日とする要

件について、夫婦交替での取得や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を

可能とするための規定を整備します。 ＜第２条の４関係＞

（４）再度の育児休業取得に係る「条例で定める特別の事情」に関し、育児休

業等計画書により申し出た場合の再度取得に係る規定を削除します。また、

任期を定めて採用された職員について、任期の更新等があった場合の規定

を整備します。 ＜第３条関係＞

（５）人事院規則の規定に準じた規定の整理等を行います。

＜第２条の５、新第３条の２及び第１１条関係＞

３ その他

（１）施行日は、令和４年１０月１日とします。
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（２）この条例の施行の際現に育児休業等計画書を提出している職員について

は、改正前の育児休業等計画書に関する規定は、なおその効力を有すると

する経過措置を設けます。
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件   名
亀山市手数料条例の一部を改正

する条例

建 設 部

建築住宅課

１ 制定・改廃の背景と趣旨

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）の一

部が改正され、令和４年１０月１日から、建築行為を伴わない既存住宅に対

する長期優良住宅建築等計画等の認定を申請することができる制度が施行さ

れることから、当該申請に係る手数料を定めるため、所要の改正を行うもの

です。 

また、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の一部が改正されたこと

に伴い、併せて所要の改正を行うものです。 

２ 改正内容

（１）建築行為を伴わない既存住宅に対する長期優良住宅建築等計画等の認定

に係る審査の所要時間は、増改築を伴う既存住宅に対するものと同等であ

ることから、当該認定の申請に係る手数料は、増改築に伴う既存住宅に対

する同様の申請に係る手数料と同額とします。 ＜別表第４関係＞ 

（２）建築基準法の一部改正に伴う規定の整理を行います。 ＜別表第３関係＞

３ その他

施行日は、令和４年１０月１日とします。ただし、建築基準法の一部改正

に伴い規定を整理する改正規定の施行日は、公布の日とします。


